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平成２５年３月 

中 札 内 村 議 会 定 例 会 会 議 録 
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◎議事日程   

日 程 第 １  
請願 第２ 号 

（委員会報告） 
ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する請願書 

日 程 第 ２ 意見書案第２号 ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する意見書 
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開会 午前１０時００分 

 

◎◎◎◎開会宣告開会宣告開会宣告開会宣告    

 

○議長（○議長（○議長（○議長（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ただいまの出席議員数は８名です。 

 定足数に達しておりますので、ただいまから平成２５年３月中札内村議会定例会を再開

いたします。 

ただちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手もとに配布したとおりでございます。 

 

◎日程第１◎日程第１◎日程第１◎日程第１    請願第２号請願第２号請願第２号請願第２号    ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する請願書ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する請願書ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する請願書ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する請願書    

 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 日程第１、請願第２号、ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する請願書

を議題にします。 

 この請願は、産業常任委員会に付託した事件です。 

 審査が終了し、委員長から報告書の提出がありました。 

 委員長の報告を求めます。 

 中井産業常任委員長。 

（中井康雄産業常任委員会委員長登壇） 

○産業常任委員会委員長（中井康雄君）○産業常任委員会委員長（中井康雄君）○産業常任委員会委員長（中井康雄君）○産業常任委員会委員長（中井康雄君） 産業常任委員会審査報告書。 

平成２５年３月８日開会の定例会において、付託された事件について審査を終了したの

で、会議規則第９４条の規定により報告いたします。 

記。 

１、付託事件。 

請願第２号、ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する請願書。 

２、経過。 

審査は３月１４日全委員の出席を得て審議した。 

３、結果。 

本請願の内容・趣旨は十分理解できるものである。 

４、決定。 

請願第２号は採択とする。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 報告が終わりました。 

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 請願第２号の委員長報告に対する討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 
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 請願第２号、ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する請願書を採決します。 

 この請願に対する委員長の報告は採択です。 

 委員長の報告のとおり、採択と決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、請願第２号は委員長報告のとおり採択されました。 

お諮りをいたします。 

 中井議員から意見書案第２号が追加提案されました。 

 この際、これを日程に追加し、順序の変更をしてただちに議題にしたいと思います。 

 このことに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第２号を日程に追加し、順序の変更をして議題にすることは決定

しました。 

 暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午前１０時０２分 

再開 午前１０時０３分 

 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎◎◎◎追加日程第２追加日程第２追加日程第２追加日程第２    意見書案意見書案意見書案意見書案第２号第２号第２号第２号    ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関するＴＰＰ交渉参加断固阻止に関するＴＰＰ交渉参加断固阻止に関するＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する意見意見意見意見書書書書    

 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 追加日程第２、意見書案第２号、ＴＴＰ交渉参加断固阻止に関す

る意見書を議題にします。 

 お諮りをいたします。 

 この意見書案第２号は、会議規則第３９条第２項の規定により、提案理由の説明を省略

したいと思います。 

 このことに異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第２号は、提案理由の説明を省略することに決定をいたしました。 

 意見書案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 意見書案第２号に対する討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 
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 意見書案第２号、ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する意見書を採決します。 

 この意見書案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第２号は原案のとおり可決されました。 

 

◎◎◎◎追加日程第３追加日程第３追加日程第３追加日程第３    一般質問一般質問一般質問一般質問    

 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 追加日程第３、一般質問を行います。 

 質問、要旨、答弁はそれぞれ簡略明解にお願いをいたします。 

 順次、質問を許します。 

 通告順により、３番知本議員。 

○○○○３番３番３番３番（（（（知本正幸知本正幸知本正幸知本正幸君）君）君）君） それでは、１点だけ質問させていただきます。 

２期目村政執行に対する総括と今後の対応についてということで、村長は２期目の村政

執行にあたり、最初の定例会で５つの柱と２２項目の公約を、確実に実行し「住んでみた

い、住んでよかったと実感できる村づくり」に、全力で取り組むと決意を述べています。 

この間、地方自治体を取り巻く環境は、地域主権指向や地域経済の衰退、ＴＰＰ問題、

過疎化・少子高齢化の進行など、多くの課題に直面している中、本村においては定住化対

策、子育て支援、財政健全化などの面での取組みに対して一定の評価をするものです。 

一方で、まちづくりの基本である協働のまちづくり、住民参加によるまちづくりの面で

十分でない面もあると思われますが、２期目最後の定例会にあたり、予算議会としての最

後の定例会です。 

４年間の総括と３期目に向けての考え方について伺います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○○○○村長村長村長村長（（（（田村光義田村光義田村光義田村光義君）君）君）君） ２期目村政執行に対する総括と今後の対応についてでありますが、

１期目の就任からの思いとして、自律を選択した村としてじりじり衰退していくことには

ならないという思いを持ち、村政執行にあたってまいりました。 

２期目の５つの柱の２２項目を総括してみると、一定の評価をいただいた点に結びつい

ていると感じられるものもありますが、成果が上げられない、あるいは、まだ不十分と感

じる項目もあります。 

全体的に見ますと、基幹産業の農業では、農業関係者の努力により、生産高も順調に推

移してきていますし、特にえだ豆については、全国、世界に販売され、事業拡大により雇

用が生まれ、人口増に結びついています。 

観光においても、道の駅をはじめ民間観光施設も好調であり、入込数も好成績であると

感じております。 

また、人口動態を見てみますと、４年前と比較して約百人の増加があり、多くの市町村

が減少している中で、「住んでみたい」と思っていただけるようなまちづくりが進んでいる

と感じており、村が分譲したヴィレッジときわ野も完売するなど、定住促進対策、子育て

支援など、重点施策の成果もうかがえると感じています。 

この４年間の財政状況は、地方交付税が増加したこともありますが、主な財政指標であ

る経常収支比率や実質公債費比率が安心できる数値を維持し、村債残高の減少、基金の増

加など、健全財政を持続することができました。 
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これらのことを総合的に判断いたしますと、就任時の村を衰退させないとの思いの面で

は、及第点にぎりぎり達したのではと思っています。 

次に、まちづくりの基本である協働のまちづくりについて、十分ではないのではないか

とのご指摘についてですが、協働のまちづくりという視点では、さまざまな仕組みを用意

しながら、住民参加に取組んでまいりました。 

まず、協働のまちづくりを進めるための人材の発掘と育成では、総合行政推進委員にこ

れまで経験したことのない村民を多く委嘱し、政策決定段階で村政に参画していただいて

いるほか、男女共同参画推進計画の策定における女性の参画、食生活改善推進員の養成、

花づくりガーデニング講座による人材養成などを行ってまいりました。 

各施策の実施においては、食生活改善推進員の協力による各種食育事業の実施、花づく

りにおける住民や事業所の参加、８地区で自主的に組織され農地・水保全管理を行う地域

組織による道路や明渠排水の維持管理などが実施されております。 

教育の分野では、北の大地ビエンナーレや中札内村共育の日における住民主体の実行委

員会による取組み、通学合宿における地域住民の支援、図書館や学校図書やボランティア

の参画による読書活動の支援などが実施されており、まだまだ一部ではありますが、意識

が芽生え、協働のまちづくりが少しずつ実践されてきています。 

さらにすそ野を広げ、より多くの住民と共に各種事業を進めていく必要があると感じて

おります。 

反省点として、「合併論議後の自治意識の盛り上がり」をまちづくりのさまざまな場面に

誘導することに関しては、不十分であったと感じております。 

次に、３期目に向けての考え方ですが、近く判断をしたいと思っております 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ３番知本議員。 

○○○○３番（知本正幸君）３番（知本正幸君）３番（知本正幸君）３番（知本正幸君） ４年間の総括としては、私もこういうことだろうなというふうに

思って受け止めております。 

 具体的な政策個々についてはこの場で質問するつもりもありませんが、答弁の中で、及

第点ぎりぎりに達したと思っているというふうに述べております。 

 ちょっと謙遜気味に点数付けているのかなというそんな気がしております。 

 この中で、ちょっと住宅政策ですね。この件でちょっと触れておきたいと思います。 

 他町村においては、過疎化が大きく進む中で、４，０００人台の人口を維持してきたと

いうことは、かなり評価ができるかなというふうに思っております。 

 ただ、村の住宅政策もそうですけども、一番の要因はやっぱり農協とか会社、企業です

ね、これらの雇用努力というかな、これがかなり僕は大きいかなと思っています。 

 そういう面で、定住政策、村としての取組みもそうでしょうけども、そういう中で、か

なりの従業員の方、帯広、更別も結構いるみたいです。そこから通っている職員というか

な、かなりいるかなと。教職員も含めてですね。 

 村に来ている人。 

 逆に、村から帯広に通勤している人もいますけども、その何倍もきっと来ている人の方

が多いかなと思っています。 

 それらの方に対する定住化の対策かな。 

 賃貸の補助なんかもいろいろあるのでしょうけども、やっぱりもうちょっと企業等々と

行政と連携しながら取組んでいく余地があるのかなと。 

 これは大きなこれからの村の課題かなというふうに思っていますので、そこら辺につい
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ていろいろな対策、そういう部分について期待をしたいと思っております。 

 田村村政、８年前、１７年の６月スタートしました。 

 その２年後に、村の憲法と言えるまちづくり基本条例、これが制定されました。 

 村長、いろんな場で、また、執行方針の中でも毎年のようにまちづくり基本条例の理念

である共同のまちづくり。これを基本に村づくりを進めると述べております。 

 このことについては、私も去年の３月の定例会でも質問をしておりますけども、ちょっ

と違った視点で３点ほど質問したいと思います。 

 １点目については、この条例の基本理念であります情報の共有。 

 情報公開ですね。 

 その二つが村長としてどのぐらい進んでいると思っているのか、考えているのか、率直

に思っていることを述べていただきたいということと、あと、２期目を終えようとしてい

る現在、村長としての説明責任、これをどのように捉えているのかなということと、３点

目として、共同のまちづくりを進める上で、村政のこれから向かう課題というのかな、そ

れをどのように捉えていくのか。いろいろな課題があると思いますけども、そこら辺につ

いて、以上３点伺いたいと思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 最初の部分はご意見でよろしいでしょうか。３点お願いします。 

 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） 住宅関係、ちょっと背景だけ。 

 特に村が直接やれる公営住宅の関係においては、戸数の増という計画でないために、随

分私もお叱りを受けました。 

 例えば、申し込んでもなかなか希望通りには当たらないというようなことで、そういっ

たことで、特に世帯向けについてはなかなか増えないということで、民間で少しやってい

ただいたのですけども、どうしても後手後手をそういう部分では引いていたので、今ご質

問にあった部分は率直にあって、隣村へ行ったぞとか、帯広行ったぞとかいうような、こ

んなお話も聞いていましたので。 

 ただ、投資も必要なこともありますし、公営住宅は長期の計画の中で実施をしていると

いうことで、そういった面ではちょっと不足だったということは現実としてありましたの

で。 

 今後の話として、まだ課題であるということは間違いないと思いますので、そういうふ

うに受け止めさせていただきます。 

 特にまちづくり基本条例の理念で３点ほど、あるいは共同という視点で３点ほど質問受

けましたので、ちょっと整理して答弁させていただきたいと思いますけども、いわゆる村

民の方が知る権利を保障して、さまざまな場面で情報公開ということが、まずはスタート

だろうということで、そのことがどれぐらい進んだり、あるいは実行としてどうなのだと

いうこういう質問かなというふうに思います。 

 そういったことでは、いろんな場面をつくりたいということで、具体的には総合推進委

員会には政策評価の外部評価ということで、内部だけにはとどまらず、こういった状況で

すよということをお知らせするだとか、これは事業ごと見ていただくというようなことで、

大変理解がいただけるかなというようなことをやってまいりましたし、また、あまり意見

は残念ながらいただけませんけど、各種計画についてはパブリックコメント方式を常に取

りながら公開をする。 

 あるいは、専門分野の課題に対応するまちづくり推進委員会それぞれの、物をつくるだ
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とか、あと、行政区長会議、村おこし懇談会、各種団体の懇談会、あるいはホームページ、

情報宅配便、地域担当制、予算概要の全戸配布だとかいろいろ取組みとしては積極的にあ

る程度やれている部分、仕掛けとして。 

 他のところとも比べても、そういう仕掛けについてはやっている方かなというのが、こ

の条例をつくった後の活動として思っているのですけども、それがでは、捉えとして、熟

度、どれぐらいかというのは、先ほども申し上げましたけども、全体として見たときに、

なかなか時間のかかるといいましょうか、逆に場面によっては自律のときのいわゆる論議

よりも、ものによってはなかなか戻りつつあるなという言い方はおかしいのですけど、そ

ういった部分も感じながら、実はやっているということで、かなり苦慮しながら、その方

法については大きな課題があるという現状でございます。 

 後ほど、質問をいただいたちょっと具体的な、黒田議員からも質問いただいていますの

で、ちょっとお話したいなというふうに思いますけども、そういうのが実感でございます。 

 今、２期目を終えようとして、村長の説明責任ということですけども、厳しい時代、こ

ういったことで共同でやっていくということは、たまたま、状況、そう急変しなかったの

で、ゆっくりこの間流れたようなところもあったのですけども、当然これからのことを考

えますと、基本であることには変わりはないというふうに思いますし、ちょっと１点目で

も触れましたけど、なかなか誘導という意味では満足した状況ではないということを感じ

ながら、例えば、防災あたりだと、共同、共助、自助というようなことで、例を出してわ

かりやすく共同の概念というのでしょうか、ということがなかなか今までやってこれませ

んでしたので、これからそういったことを誘導するための説明の仕方という、こういうこ

とが非常にやっぱり、終えようとして不足している部分もありますので、工夫が必要な部

分というのが、感じながら、今説明をさせていただいています。 

 共同のまちづくりを進める上で、村政に向かう方向として課題ということですけども、

この８年ぐらいやってきて、共同の村づくりというのは、なかなか一朝一夕に、言葉はい

ろいろ説明できるのですけども、実際に振り向いていただいて動かすということに、非常

に大変だなというふうに思っています。 

 ただ、村民一人ひとりが担い手として参加できなければ、この後非常に大きな動きにな

ってくるだろう、やっぱり地方にとっては行政課題だとか情報を提供しながら、一緒に同

じテーブルに立って知恵を出し合って、村づくりをしていかなければならないと、こうい

うふうに感じているところでございます。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ３番知本議員。 

○○○○３番（知本正幸君）３番（知本正幸君）３番（知本正幸君）３番（知本正幸君） 共同のまちづくりの面については、答弁書でも書いておりますけ

ども、やはり長い目で取組んでいく必要があるのかなと。 

 裾野を広げて、多くの村民の方が加わってもらうという基本姿勢に立って、取り進めて

いく必要があるのかなと思っています。 

 特に情報の共有、あるいは情報公開、住民参加、この二つについては、共同のまちづく

りを進めていく上で、車の両輪の役割を担っているのかなというふうに思います。 

 いろんな角度から多くの村民がかかわってもらう。そういうことが一番大切かなという

ふうに私は思っております。 

 特に答弁はよろしいです。 

 最後ですけども、三期目に向けての考え方ですね。 

 村長の評価はこれから住民がされることになるかと思います。 
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 今この時期に、近く判断したいということですね。 

 村長の今の揺れる心情というのかな、それを察しているところであります。 

 新聞報道なんかでも、立起する方もいらっしゃいます。 

 村民の方、心配している人もたくさんいますので、首長のけじめとして早い時期に表明

されることが一番賢明なのかなというそんな気がしています。 

 以上、特に答弁はいりません。 

 質問を終わります。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 答弁はいらないということなので、これで知本議員の一般質問を

終わりたいと思います。 

 次に、２番佐藤議員。 

○○○○２番２番２番２番（（（（佐藤耕平佐藤耕平佐藤耕平佐藤耕平君）君）君）君） それでは、質問させていただきます。 

 まず１点目のＴＰＰのことに関してですが、以前にも私自身、同じような内容で質問を

していますが、情勢が本当に緊迫している中で、改めて今回質問させていただきたいと思

います。 

ＴＰＰ交渉参加阻止に向けた今後の運動の展開について。 

現在の安倍政権の下で、ＴＰＰ交渉参加に向けた動きが急速に強まっています。 

安倍首相は、２月２３日におこなわれた日米首脳会談の結果、「聖域なき関税撤廃が前提

ではないことが明確になった」として、近日中にも交渉参加を表明しようとしています。 

しかし、日米共同声明の内容は、「例外品目の確保を『主張することは認める』」という

程度のものであって、交渉の結果、例外が認められるという保障はどこにもありません。 

このようなあいまいな約束で、国民への公約を投げ捨て、農業だけでなく、食の安全、

医療をはじめ、広範な分野で地域経済と国民生活に深刻な打撃となるＴＰＰを推進するこ

とを許してはなりません。 

北海道や十勝の地域経済と産業に与える影響は、ご存知の通りであり、交渉参加反対の

運動は、今まさに、正念場となっています。 

そこで、以下の点について、見解を伺います。 

①１０日に、町村会やＪＡなどが主体となってのオール十勝の反対集会が計画されてい

ますが、その後、町村会での取組みは何か計画されているのか。 

村独自の取組みは考えているのか。 

②企業が国を訴えることのできる「ＩＳＤ条項」、一度決まった内容は変えられない「ラ

チェット条項」、交渉内容を４年間公表してはならない「守秘合意」など、新たな問題点も

明らかになってきています。 

単に農業問題ではないＴＰＰの本質を、広く村民に知らせる必要があります。 

今後、村の広報への掲載やチラシなどの作成、学習会の計画などはないのか、見解を伺

います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋髙橋髙橋髙橋和雄和雄和雄和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） ＴＰＰ交渉参加阻止に向けた、今後の運動の展開についてであり

ますが、１点目のＴＰＰに関する「町村会」と「村独自」の取組みについてですが、最初

に、北海道の動きですが、先月（２月２３日）行われた日米首脳会談後、ＴＰＰ協定交渉

への参加表明に向けた動きが加速するなど、情勢が極めて緊迫していることから、北海道

町村会が、構成団体となっている「北海道農業・農村確立連絡会議」において、オール北

海道の立場で「交渉参加について拙速な判断を行わないよう」国に緊急要請しております。 
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十勝におきましては、ＴＰＰ問題への理解者を増やしていくため、行政、経済、消費者、

農業の８団体で構成する「ＴＰＰ問題を考える十勝管内関係団体連絡会議」を設立し、交

渉参加は、関税撤廃だけではなく、食の安全、医療、保険、金融、公共事業、雇用など暮

らしや地域に大きな影響を与えることから、国民合意がないまま交渉参加を判断すること

は許さないとして、３月１０日に、音更町で４，３００人規模の集会を開催し、強い決意

を表しております。 

今後の取組みについてですが、報道などによりますと、明日、１５日にも安倍首相が「交

渉参加」の表明を行うとされております。 

日本の農業・農村をどう守るのか、食の安全・安心、医療、ＩＳＤ条項による訴訟など、

多くの懸念事項が山積していますが、その情報が明らかにされないまま交渉に参加するこ

とについては、極めて遺憾であります。 

今後、国が農業者をはじめ、農業関係者や影響が波及する産業分野の対策をどのように

していくのかなどの情報が公開されるべきと考えています。 

今後もＴＰＰ交渉参加に反対する緊急的な行動があると考えられますので、オール十勝、

北海道と連携した行動をとってまいりたいと考えております。 

２点目の村広報への掲載など広く住民に知らせる必要についてですが、国の動向が見え

ない状況であることから、今後、政府及び北海道などが発信する情報を的確に捉え、広報

紙などで、発信してまいりたいと考えております。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ２番佐藤議員。 

○○○○２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君） それでは、再質問させていただきます。 

 今、村長の答弁にもあった通り、安倍首相は明日１５日もＴＰＰ交渉への参加表明を行

うと言われています。 

 しかし、仮に表明したとしても、交渉参加阻止に向けた戦い、取組みというのはまさに

これからが正念場になってくると思います。 

 アメリカは年内にも妥結せよと日本にも迫っているようですが、その年内までの期間の

間には、日本の国会での承認はもちろん、アメリカの議会やほかの参加国の承認等も必要

となってきますので、やっぱりその節目ごとに参加反対の運動をして、意思表示をどんど

ん大きくしていくことが求められてくると私自身考えます。 

 節目ごとにという点では、今答弁でいただいた通り、村としてもオール十勝で取組んで

いく。そこにもちろん参加して、協力して、反対運動を取組んでいくという点では、ぜひ

今後も進めていっていただきたいと思っています。 

 あと、去年の年末に行われた総選挙において、十勝選出の３名の議員、ＴＰＰ反対と言

って当選、議員になっていったのですよね。 

 この間１０日の集会、大会では、１名の議員は絶対反対するのだと。衆議院でも反対票

を投じるのだと言ったのですけども、私が聞いていた範囲で、聞きもらしていたら悪いの

ですが、いわゆる与党の議員の方２名からは反対という言葉が一切聞こえてこなかったよ

うに私自身感じました。 

 頑張りますと、対策委員会の中で、しっかり十勝の声は挙げていきますというような話

はあったのですけども、反対というふうに明確には言わなかったような気がします。 

 そういう中で、町村会としても、そして村としても、その３名の議員、十勝選出ですの

で、３名の議員に対して改めてきちっと公約を守るように要請すべきだと考えますが、そ

の辺のことの考えについてお伺いしたいと思います。 
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○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） ご意見あった通りだと思います。 

 ただ、３名の方の取り方については、ここで私コメントきちっとすべきことでもないな

というふうに思って聞いていましたので。 

 ただ、スタンスは変わっていないのだろうなという取り方と、今言われたように、絶対

反対と言っていないかというところは微妙な方もいたのかなという感じはします。 

 ただ、下げたという情報はありませんので。 

 ただ、新聞によると、自民党内の対策会議でしたか、委員会でしたか、ちょっと名前正

式に忘れましたけど、その中ですでに昨日の段階で、いわゆる除外する品目がどうだのこ

うだのという何か希望的ではないのでしょうけども、そういう情報が出ているということ

で、こちらで反対しているものと少しずつ違いが出てくるのかなというような、そんな感

じで、その中におられる方ですので、今後どういうような対応を取られるのかというのは、

私はちょっとわかりません。 

 ただ、原則的には何も変わっておりませんし、農業団体も変わっておりませんので、今、

町村会あるいは村という、ここまで来ますと、もう少し大きな、何と言いましょうか、う

ねりでないとなかなか、批准なんていうことになると全体の話にいきますので、その後の

運動の仕方というか、反対の仕方というのが少し変わってくるのかなというようなこんな

感じもするものですから、その辺の状況については、十勝段階あるいは全道段階、さらに

言えば全国段階のそういったものと連動しながらやっていくことの方が効果はあるのでは

ないかなということも考えておりますので、その辺はスタンス何も変わっておりませんの

で、歩調合わせてやっていきたいと、こういうふうに思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ２番佐藤議員。 

○○○○２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君） 自民党内でのその対策委員会の中でも、やっぱり当初言っていた

のと違ってきたり、こちら側が求めていることとどんどん変わっていくのであれば、やは

りそこはきちっと質したり、十勝を守るため、しいては日本の農業、日本そのものを守る

ためにもやっぱり強く訴えていっていただきたいなと思います。 

 ＴＰＰへの賛否については、世論調査なんかを見ますと、それぞれまちまちですけども、

拮抗しているものもあれば、賛成の方がすごく多いような、そういう世論調査もあります。 

 村内の人の中にも、やっぱりＴＰＰ賛成している人は本当に少なからず、多いとまでは

言えませんけども、少なからず、私自身が話した中でもいるという点では、本当にこれか

らの取組みが大事になってくると思うのですけども、今後のその反対運動にとって重要と

なるのは、このような賛成派の人たちに、本当にＴＰＰの本質というものをきちっと知ら

せて、理解を求めて、認識を質していくことが必要になってくるのかなと思います。 

 そういう点では、最初の通告で言いました広報などへの掲載については、前向きな答弁

をいただきましたので、ぜひその方向で取組んでいってほしいのですが、内容がわかった

ら順次知らせていくというようなスタンスだと思うのですけども、今すでにわかっている

ことだけでも、やっぱり緊急性を要して、早急に知らせていく必要もあるのかなと考えて

います。 

 その中には、農業そのものの影響については、これまでの議会の中でも村長自身答弁し

ている通り、とてつもない影響があるということは明らかになっていますけども、そのほ

かの影響ですよね。 

 農業の関連産業、もちろん村内の飼料会社であったり、生産販売している会社であった
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り、運送にかかわる会社、そういうところへの影響なんかも村独自でぜひとも調査、そし

て試算をしていただいて、村民に早く知らせること。 

 そして、農業がだめになれば、農協そのものの存亡の危機にもかかわるわけですから、

農協がなくなってしまえば、そこで働いていた職員も、ここに仕事がなくなれば住むこと

もできなくなりますし、役場内で言えば、産業課、施設課の仕事も、農業がなくなってし

まえばだめになってしまい、急激に仕事量自体も減ってしまうという点では、やはりそう

いう影響についても早急に知らせる必要があると思います。 

 そんな中で、さらに早急に知らせるべきこととして、私自身問題意識を持っているのが、

新たに交渉に参加する国に求められているものとして、一つ目に、包括的で質の高い協定

の約束。これはつまり、質の高い協定というのは、関税撤廃のことなのですけども。 

 二つ目に、合意済の部分をそのまま受入、議論を蒸し返すことはしない。 

 こういうような条項も盛り込まれているそうです。 

 要するに、すでに決まっているルール、関税撤廃という原則に従うこと。 

 そして、後から参加した国は、それに異論を唱えることは認めないというものになって

います。 

 賛成派の人たちの中には、実際に交渉に参加して、本当にだめならば脱退すればいいの

だと、そういうふうにおっしゃる方もいますけども、交渉を打ち切る権利は、先に参加し

ている９カ国にあり、遅れて交渉入りした国には認められていないという条項まであると

いう点では、入るときには全ての条件を飲んで、出るときにはほかの９カ国の許しを得な

ければいけないという、こういう本当にとんでもない条約にもなっています。 

 あと、守秘合意という問題もあるのですけども、交渉内容は政府当局者や交渉にかかわ

るごく一部の人たち以外には、４年間公表してはならないというこういう条項もあるそう

です。 

 そうなった場合、仮に米は例外が認められたとしても、ビートと小麦はだめでしたと。 

 そうなったとしても、その情報すら国民には４年間知らされることはないと。 

 そういうことを４年経って知ったときに、国民が脱退すべきだと言って声を上げても、

先に述べた問題点が絡んできて、簡単には脱退できないという点では、本当に日本の主権、

そして、主張が通らない、本当に不平等な条約だと考えています。 

 そういう中で、参加するということ自体本当にメリットは何一つないと思います。 

 １０日に音更町で行われた集会は、目標を上回る４，３００人が参加して大成功を収め

ています。 

 その後行われた全道集会、全国集会も大成功しています。 

 このような運動を今後もぜひ、町村会はじめ、ＪＡや各関係団体と協力して続けていっ

てもらいたいと考えています。 

 そういう中で、それに加えて必要となってくるのは、そのような一部の団体の人たちだ

けの運動にとどめないで、それだけの問題意識にとどめないで、村民全ての問題にするた

めにも、ぜひとも、先ほど言いましたけども、わかっている内容だけでも早急に広報なり

で知らせていく必要があると思いますけども、改めてその辺について見解を伺います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） 地域がなくなることはその通りです。 

 そして、いわゆるこれから交渉に入ったときの情報として、私も農業新聞の中で、そう

いったことも、いわゆる再交渉、文言修正も認めないと。あるいは、次入ってきたものは
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新たな提案もさせないという随分出ている情報が両極端といいましょうか、そして引っ込

めばいいのだというそういうような自民党内での話も含めて、除外するものも含めて。 

 ただ、村としてこれらの情報が確かなもの一つもないのですね。 

 広報をあれして出すときに、その出所というか、何々新聞でいいのかということをちょ

っと考えますと、政府は何も出していないのですね。 

 明日表明したら、いわゆるどういう影響額が出るのかということは、何か発表されるか

のように、それも政府側がつくった数字、通産とか農水とかいろいろ関係機関でつくった

数字なのでしょうけども、そういうことからいうと、それもまたどうなのかなというと、

責任持って両方の方がいらっしゃる話になったときに、その辺の取扱いが非常に難しいな

と思って今ご意見聞いていました。 

 ただ、今回もどこかの町村、最後、影響額なんかを試算しているというところもちょっ

と新聞で見かけましたので、この辺も隣の町とうちとがやり方違うだとか、そういうこと

にならないとすれば、ある程度ルールを持って、こうなったときというようなことが示さ

れると非常に試算もやりやすいですし、そのことは一定のルールに基づいて、中札内村と

して関連産業も、今おっしゃったように関連産業もこういうふうに影響、数字までいくか

どうかは別として、言えることがあれば、それは載せていくべきかなと思ってご意見聞い

ていました。 

 ですので、その辺の状況を見ながら、臨機応変に対応することしか、今ないかなという

ふうに、こんな考えでおります。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ２番佐藤議員。 

○○○○２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君） 村長おっしゃるとおり、そういう問題もあるだろうというような

報道なり、政府としても詳しい情報は出てこないので、そういう中で、だろうで載せるわ

けにはやっぱりいかないというその辺の趣旨もよくわかりました。 

 それであれば、確信が持てた情報については、きちっとぜひ、まず情報公開するという

ことですので、ぜひやっていっていただきたいと。 

 そして、影響額についても、ほかの市町村で影響額出しているところがあるのであれば、

それが本当に確実なものだというそういう確固たるものもあるのであれば、そういうとこ

ろのも参考にして、ぜひ村としての影響額も村民に知らせていっていただきたいと思いま

す。 

 以上で終わります。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ＴＴＰの関係はいいですね。 

 次の質問に移ってください。 

○○○○２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君） 続きまして、２点目に移りたいと思います。 

 生活保護基準見直しによる影響について。 

社会保障審議会の「生活困窮者支援」特別部会と生活保護基準部会は、高齢者を除くほ

とんどの世帯において、生活扶助基準の引き下げをはじめとした生活保護法の改訂を、報

告書としてまとめました。その内容は、生活保護支給基準の引き下げであり、国民に大き

な不安と生活苦をもたらすものです。 

生活保護は、日本国憲法第２５条によって保障された「生存権」の理念に基づいてつく

られています。 

したがって、生活保護基準の引き下げは、生存権の侵害にもつながるものであると考え

ます。 
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さらに、生活保護基準を参照して、個人住民税の非課税限度額、保育料の減免、就学援

助制度における学用品等の支給、国民年金の法定免除などの制度があり、これらの制度の

利用者への影響も危惧されます。 

生活保護制度は、国民の命と暮らしをまもるための最後のセーフティーネットであり、

基準の引き下げは許されません。 

そこで、以下の点について見解を伺います。 

①閣議決定された、生活保護費７．３％削減に照らし合わせた際、中札内ではどれくら

いの影響が出るのか（受給者件数、支給額など）。 

②生活保護基準を参照にした各制度への影響（引き下げにより、各制度から外される可

能性のある件数など）。 

これらのことについて、見解を伺います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） 生活保護基準の見直しによる影響についてでありますが、国は、

「生活保護の見直し」について、生活扶助基準の適正化として、平成２５年８月から平成

２７年度まで、３年程度をかけて段階的に引き下げることを示しています。 

北海道の福祉事務所に見直しの内容について確認をしたところ、具体的な対象範囲や削

減内容については、現段階では示されておらず、現在情報を収集中とのことでした。 

こうした状況から、ご質問の具体的な影響について、確実な数字でお示しすることはで

きませんが、想定の範囲でお答えしたいと思います。 

まず１点目の３年後に７．３％削減された際の受給者件数と支給額についてですが、３

月現在、本村での要保護世帯は１６世帯ありますが、生活扶助基準が見直しされても、受

給世帯数に変更はないものと思われます。 

支給額については、前段申し上げたとおり確定しておりませんが、「社会保障審議会」

の資料によると７０歳以上の単身世帯では１，０００円の減額、６０歳代の単身世帯では

１，０００円の増額、７０歳以上の夫婦世帯では２，０００円の減額、４１歳から５９歳

の単身世帯では変更なしと示されており、世帯の状況により増減があるものと推測してお

ります。 

次に、生活保護基準を参照した各制度への影響についてですが、個人住民税の非課税限

度額等については、平成２５年度は影響がなく、平成２６年度以降は税制改正を踏まえて

対応するものとなっています。 

保育料の減免については影響がなく、就学援助については平成２５年度当初に認定され

た方については、そのまま継続し、できる限り影響が及ばないよう対応することを基本的

考え方と示されておりますので、本村においてもその主旨を理解し、適切に対応してまい

ります。 

国民年金の法定免除についても、現在の要保護者が法定免除から申請免除に切り替わる

方はいないものと思っています。 

これらのことから、引き下げにより各制度から外される可能性のある件数は当面はない

ものと見込んでおります。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ２番佐藤議員。 

○○○○２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君） それでは、再質問させていただきます。 

 答弁では、まだ政府としての具体的な方向性や内容も決まっていないので、影響につい

てもあまり確かなことは言えないと。想定の範囲でしか言えないということでした。 
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 そういうことなので、具体的な影響を私自身も質問するのではなく、制度に対する見解

というか考え方を幾つか伺っていきたいと思います。 

 生活保護というのは、日本国憲法第２５条のいわゆる生存権の理念のもとにつくられた

制度です。 

 生活に困っていれば、誰でも受けられるもので、年金が少ない場合であったり、働いて

いるけども収入が少なければ、不足分を受けられるという点では、本当にこの制度のおか

げで誰もが安心して暮らしていくことができる最後のセーフティーネットであると私自身

考えます。 

 そんな中で、生活保護は贅沢だとか、生活保護は高すぎると。もっと厳しくすべきだと

いう意見や批判もあります。 

 私自身、生活保護の支給額というのですか、受給額がとてつもなく高いものだとは思い

ません。 

 やっぱり問題なのは、生活保護基準よりも低い年金額であったり、労働者の給料である。

そういうところに問題があると思いますが、その辺についての認識を伺いたいと思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） 私に向けられた質問なのですが、この組み立て、いわゆる道で扱

っていることなものですから、この支給額の組み立ての制度だとか、あるいは年金だけの

方でそこの幅があるだとか、例えば、賃金がそこにどうなのかというデータもきちんとし

たもの持っていないものですから、非常にお答えしづらいのですけども、他の制度、一般

論として申し上げれば、そこより下に設定されていること自体が社会の仕組みとしていか

がなものかなというのは率直の感想として、先ほど言われたようにセーフティーネットで

すから、それより下の、うちの実態としても多分そういう方もいらっしゃるのだろうとい

うふうに思いますけども、そこはやはり社会の仕組みとして、ぜひ変える方向で向かって

いってほしいなと、こういうふうに思うところです。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ２番佐藤議員。 

○○○○２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君） その辺に関しては、私と認識が一致しているということで、よか

ったなと思います。 

 あと、一時期、生活保護の不正受給のことがすごい大問題のように取り上げられたと思

うのですけども、不正受給の金額ベースでみると、受給者全体の０．４％だそうです。デ

ータによると。 

 ０．４％だからいいというわけではないのですけども、不正受給の問題というのは、確

かに悪質な問題、悪質な案件というのもあると思いますけども、大都市なんかでケースワ

ーカーが足りなくて、一人のケースワーカーが何十人、そしてひどいときは１００人規模

でその受給対象者を抱えて、そういう人に対する対応がなかなか行き届かないと。 

 そういうところにも大きな問題があると私自身考えています。 

 あと、その他の制度への影響は当面ないということだったのですけども、特に大きな影

響もないということなのですけども、先ほど７．３％削減と言いましたが、自民党内では

１０％削減という話も出ているらしいです。 

 そういう中で、１０％に削減になった場合は何かしらの影響が出てくることも十分に考

えられるのかなと思います。 

 さらには、最低賃金というのも生活保護基準というのをもとに決められている部分があ

ります。 
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 そうなれば、基準額が下げられれば賃金も下がると。そうすると、消費力も下がるとい

う点では、本当に地域経済にも影響が出ることは十分に考えられると思います。 

 あと、保護基準が下がって、今後の話、可能性の話ですけども、非課税という枠からは

ずされた場合には、村でやっている福祉灯油なんかの支給にも影響が出てくるのではない

かなと思うのですけども、ちょっと通告にはないので、その辺もちょっと調べていないか

もしれませんけども、可能性の範囲で構いませんので答弁いただきたいと思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 岡田福祉課長。 

○○○○福祉課長福祉課長福祉課長福祉課長（（（（岡田好之岡田好之岡田好之岡田好之君）君）君）君） まず、不正受給の関係に対してのご意見でございます。 

 ２００万人以上いらっしゃる、今生活保護受給者の中の０．４％がそういう不正受給の

方があるという、確率からいけばやむを得ないこともあるのかなと思っております。 

 佐藤議員言うように、その２００万人の方に対してのケースワーカーがそれぞれ付いて

ございます。その方たちがきちっと見守るというのは物理的に言ってなかなか大変なこと

でないかなと思ってございます。 

 ただ、本村におきましては、市部ではなく郡部でございますので、一人当たり大体６５

人を面倒を見るという形での割り付けになってございまして、中札内においては、２カ月

に１回対応に来ていらっしゃいますので、その辺のところは問題ないのではないかなと思

ってございます。 

 それから、将来的に７．３％から１０％への影響ということでございます。 

 削減されることにつきましては、総体的に７．３％から１０％にというのはかなり大き

い額になってくると思っております。 

 その影響については非常にあるものだなと思いますけれども、今回、具体的な割り振り

の仕方といいますのを見てみますと、いろいろな八つの扶助がございまして、そのうちの

一つの生活扶助というところのものが一番多く見直されております。 

 この生活扶助といいますのが、いろんな都市部の部分、それから郡部の部分で、それの

算定基準がいろいろ分かれてございます。 

 今回多く見直されているのは都市部の部分についての算定基準が見直されております。 

 ただ、総体的に１０％削減とお金でいったら、現実的に１０％削減になるということで

すので、それは影響あるかなと思いますが、直接、私どものような村等についての影響に

ついては、まだ少ないのではないかなと思ってございます。  

 それから、生活保護基準が最低賃金と連動していて、それで最低賃金がまたさらに引き

下げられるのではないだろうかなというそういうご心配の点。 

 この辺については、そういうことが考えられますが、それが具体的に連動するのかとい

うところ。この辺のところについては、今後のことを状況を見てからの判断になるかなと

思ってございます。 

 それから、福祉灯油の関係でございます。 

 現在、生活保護を受給されている方も対象になってございますし、その方が今回、その

７％、１０％という生活扶助が見直されて、その方が非課税世帯になるのではないだろう

かと。その場合どうなのだろうかということかと思いますが、非課税世帯までは、私ども

のほうで支給する世帯との考えでございますので、そこのところ、今、要援護者に対して

は問題ないのではないかなと思ってございます。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ２番佐藤議員。 

○○○○２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君） 今、再質問したことに関しても、村として今のところ想定の範囲
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ではそんなに影響がないということでした。 

 ですけども、やはり今後、政府もどのように生活保護の引き下げに関して、いわゆる改

悪をしてくるかわかりませんので、ぜひ、生存権の理念に基づいてつくられているという

点でも、そして、住民の命と暮らしを守る責務も抱えている自治体としても、この引き下

げに対しては、道や国に対して、今後、決まる前にやっぱり止めてほしい、止めるべきだ

というような要請なんかも必要になってくるのではないかと考えます。 

 それでもちろん、議会としても今後、その辺については意見書なり何なり挙げていく必

要も私自身考えますが、その辺について伺います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君村長（田村光義君村長（田村光義君村長（田村光義君）））） 一般論として、今のご意見わかるのですけども、先ほどもちょっ

と言いましたように、そのことが組み立てとして、私どもの手にあったり、事務があった

りすれば、制度矛盾として挙げることはあるのだろうというふうに思って聞いているので

すけど、先ほども言いましたように、手にないのですよね。 

 申しわけないのですけども。 

 ですから、大変になるというご意見わかりながらも、では具体的にどこがどうで、どう

いう要求をするのかとこういうふうに考えたときに、やはりちょっと結びつかない点があ

るので、その辺はやはり、全国的な大きな中で、いろんな団体もあるのでしょうか、そう

いうところがやられるのが説得力あるかなと思ってご意見聞いていたので。 

 やらないという意味とはちょっと違うのですけども、もう少し、もしやるとしたら、ど

ういった形ができるのかということがちょっと今思い浮かばないものですから、少しご意

見踏まえて、そういった場所があったり隙間があるのであれば、検討してみたいなという

ふうに思いますけど、今ちょっとこういう形でという答弁はできない状況です。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ２番佐藤議員。 

○○○○２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君） なかなか難しいという、村としてそこにかかわっていくというの

はなかなか難しいというのはわかりました。 

 その辺の中でも、村としてできる範囲で、今やっていくということの答弁だったと思い

ますので、ぜひ、そういうふうに、本当に村民の命と暮らしを守る最後のセーフティーネ

ットでもありますので、その改悪は許さないように。 

 そして、今の基準を守らせるような、そういうような取組みもぜひやっていっていただ

きたいと、最後、意見として終わらせていただきます。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ご意見でありましたので、受けておきたいと思います。 

 １５分まで休憩をしたいと思います。 

 暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午前１１時０３分 

再開 午前１１時１５分 

 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きたいと思います。 

 ２番の佐藤議員の一般質問が終わりましたので、次に、５番黒田議員の一般質問に移り

たいと思います。 

 ５番黒田議員。 

○○○○５番５番５番５番（（（（黒田和弘黒田和弘黒田和弘黒田和弘君）君）君）君） それでは、今回、私は１項目でありますが、田村村政の自己評価
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について、村長に質問したいというふうに思います。 

 平成２１年６月に２期目の田村村政がスタートし、今年６月で４年の任期を終える訳で

ありますが、次の点について村長の所感を伺いたいというふうに思います。 

まず一つ目として、村長は、２期目となります田村村政のスタートに際し、その心境を

問われたインタビューで「２期目は自分がやることにはっきりと点数が付く、緊張感をも

って村政の運営に当たりたい。そのために、村民の中に飛び込んで５分でも話をさせても

らう。」 

また、１期目の田村村政は「積極的な村民との対話が少ない」、「顔が見えない」との指

摘には、「反省すべき点は反省し、今後は、来るなと言われない限り、村民の元へ出向きた

い。」と、現場主義に徹することを約束されましたが、この４年間を振り返っての達成度と

村民評価の推測を尋ねます。 

二つ目として、次期に向けての所信を尋ねます。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君） 村政の自己評価についてでありますが、少しでも村民の方と対話、

懇談をしたいとの思いから、行政区の役員会や総会の中で５分でも懇談できればと考え、

区長会議や地域担当職員を通じて呼びかけをさせていただきましたが、声をかけていただ

いたところは少なく、どうすることがよい方法なのか苦慮しながら今日まで来ております。 

出て行くには、やはり村民の皆さまが関心の高い課題をこちらから持ち込んで開催して

いただくことが肝要と考え、現在作成中の防災計画を主たるテーマとして、行政区ごとに

懇談会を開催していく計画でおります。 

このような状況ですので、達成度、村民評価はどちらも及第点には及ばないと考えてお

ります。 

次期に向けての所信は、先ほど知本議員に答弁させていただいたところであります。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） それでは、２点目の次期に向けての所信ということで、先ほど、

知本議員の答弁を聞きました。 

 近く判断をしたいという、こういう答弁でありましたが、私も早く判断すべきだという

ふうに思っておりますが、今会期中に態度表明するのかどうか、再度答弁を願いたいとい

うふうに思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君） 現段階で決めておりません。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） その関係についてはわかりました。 

 それで、これ、自己評価ということですから、村長自身の評価の通りでいいわけですが、

今も答弁にありました通り、達成度、村民評価はどちらも及第点には及ばないという、こ

ういう答弁をいただきました。 

 この及第点というのは、合格していないというこういうことで、非常に残念なことであ

ったなというふうに思います。 

 そこで、私はいろんな各団体、行政区等々へ、要請があって出向くという上から目線で

はなくて、自ら積極的に出向いて、そして住民の意見の中から、声なき声ということで皆

さんの思いを行政に反映させる努力が基本であるというふうに私は理解をしております

が、その部分が非常に足りなかったのではないかというふうに私は思っております。 
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 ただ、先ほど申し上げたとおり、この振り返っての村長自身の自己評価と、こういうこ

とで先ほど答弁がありましたが、これについては私がどうのこうのというよりも、今の答

弁を聞いて、それぞれの住民が判断をして、田村村政の評価をするものでありますので、

私の質問は終わりたいというふうに思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 答弁いいですね。 

 田村村長。 

○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君） 答弁というよりも、技術的な関係で、古くはこちらから、例えば、

今、現村おこし懇談会ですか。こういったものも仕掛けとして、当時は順番にやることが、

やることがというか、やるものだとしてお願いしていたのを、希望ということで、団体な

んかは特に減ってはおりません。 

 特にやはり地域ということに出て行くべきという、こういうふうに思っていたものです

から。 

 先ほども少し、内部でも十分この仕掛けをどうしていこうかということは本当に苦慮し

ました。 

 いろんな案が出るのですけど、やはり振り向いていただかないと、こういうふうにどう

でしょうかといっても返事が来ないということも、現実に、行政区によってはありますし。 

 先ほど言いましたように、やはり共通項の話題で、こちらから出向くという仕掛けを、

そういう話題がいつもあるわけではないなというようなことも現実であったのですけど

も、そういうことを一度やってみたいということで、先ほど答弁させていただきましたの

で。 

 手法としてだけ答弁をちょっと補足させていただきます。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 質問はよろしいですね。 

 ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） 今、答弁というか補足いただいたので、あれしたいと思いますが、

今話をいただいたのですが、私の趣旨は、先ほど質問した通りでございますので、その後、

特にありませんので終わりにしたいと思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） これで５番黒田議員の一般質問も終わります。 

 ３人の議員の一般質問は終わりました。 

 以上で本日の日程はすべて終了しました。 

 お諮りをいたします。 

 明日１５日から１７日までは、議事日程の都合により休会とし、１８日午前１０時から

本会議を開きたいと思います。 

 このことに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、明日１５日から１７日までは休会とし、１８日午前１０時から本会議を開

くことに決定をいたしました。 

 本日の日程はすべて終了しました。 

 これをもって散会をいたします。 

 

散会 午前１１時２３分 


